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１ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果 

  法第 28条の規定により廃棄物焼却等の特定施設の設置者には、排出水及びばいじん等に含まれ

るダイオキシン類を 1年に 1回以上測定することが義務づけられています。花巻市内に特定施設

を設置している者は、その結果を花巻市長に報告しなければなりません。   

また、市長は設置者からの報告を取りまとめて公表することとされています。 

 

(1)  各施設に係る自主測定結果の報告状況 

測定対象 施設数 報 告 

施設数 

未報告理由別施設数  基準超過

施 設 数 新 設 休止等 廃 止 未測定 計 

排出ガス   ３   ３   ０   ０  ０   ０  ０    ０ 

排出水         

ばいじん等   ３   ３   ０   ０   ０   ０ ０    ０ 

 

(2)  排出ガスに係る排出基準適合状況 

   設置者から報告のあった自主測定結果は 0.39～4.4ng-TEQ/m3Nの範囲であり、全て排出基準値

（5ng-TEQ/m3）以下でした。 

 

(3)  ばいじん等に係る基準適合状況 

   設置者から報告のあった自主測定結果は 0.00009～0.31ng-TEQ/gの範囲であり、全て排出基準

値（3ng-TEQ/m3）以下でした。 

 

(4)  自主測定を実施していない施設 

   令和５年中に稼動していた施設のうち、自主測定をしなかった施設はありませんでした。 

 

２ 今後の対応 

 引き続き、設置者に対し、施設の使用方法、焼却物の選別及び焼却量の適正化等により、ダイ

オキシン類の排出を低減させるよう指導していきます。 

 



表１ 自主測定結果報告状況 

 

表２ 排出基準不適合施設名  

 

表３ 未報告施設 

 

 

 

 

表４ 自主測定結果実施一覧 

  別添のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定施設の種類 施設数 報告 

施設数 

未報告 基準超過

施設数 新設 休止等 廃止 未測定 

大気基準適用施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 廃 棄

物 焼

却炉 

焼 却

能力 

4t以上 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

2～4t/h未満 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

2t/h未満 ３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

水質基準適用施設（該当なし）        

事業場名 所在地 特定施設種類 測定結果 基準値 超過原因 対応状況 

該当なし       

事業場名 所在地 特定施設種類 未報告理由 対応状況 

該当なし     



大気基準適用施設自主測定結果（令和5年分）

　廃棄物焼却炉（小型焼却炉等）

排出ガス測定結果 ばいじん等測定結果 未報告理由

施設 工場・事業場 設置年月日 焼却能力 試料採取日 測定値 適用基準 試料採取日 試料種別 測定値 新設 休止等 廃止 未測定 分析中 備考

番号 の名称 (kg/h) (ng-TEQ/m3N) (ngTEQ/m3N) (ng-TEQ/ｇ）

1 和同産業株式会社 H12.7.1 180 R5.10.24 1.8 5 R5.10.25 燃え殻 0.032

2
株式会社ジャパンファーム

石鳥谷農場
H13.11.12 50 R5.12.11 0.39 5 R5.12.11 ばいじん 0.31

R5.12.11 焼却灰 0.00009

3 山影解体 H29.1.28 180 R5.3.31 4.4 5 R5.3.31 燃え殻 0.032

H31.4.1

ときめきファーム株式会社から

株式会社ジャパンファームへ承継

 


